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           【
週
刊
文
春
】
の 

欠
陥
住
宅
記
事
に
つ
い
て 

そ
の
２
：
欠
陥
の
内
容
「
基
礎
」
１ 


 

新
任
建
築
Ｇ
メ
ン
の
紹
介･

･･･
･
･

５ 


 

「
訴
訟
に
な
っ
た
あ
る
欠
陥
住
宅 

の
結
末 

」
（
そ
の
１
）･

･
･･･

６ 


 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

 
 

 ･
･･
･
･

７ 


 

実
例
欠
陥
建
築
集
・
木
造
編･･

･
･

８ 

 

前
回
に
続
い
て
、
【
週
刊
文
春
】
（
３

月
２
３
日
号
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事

に
つ
い
て
で
す
。
今
回
は
「
基
礎
」
部
分

の
欠
陥
内
容
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。 

①
基
礎 

(
１)

 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
４
２
条

第
２
項
に
お
い
て
、
『
「
土
台
」
は
、
基

礎
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
の
「
土
台
」

下
部
に
お
い
て
は
「
基
礎
」
（
立
上
り
）

が
築
造
さ
れ
て
い
な
い
。 

「
柱
」
の
下
部
に
設
け
ら
れ
る
「
土
台
」

は
「
基
礎
」
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
《(

図-

１)
参

照
》
。
こ
の
住
宅
の
「
リ
ビ
ン
グ
」
と
「
キ

ッ
チ
ン
」
の
境
に
は
長
さ
５
ｍ
の
「
土
台
」

が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
土
台
」
下
部
に
は
「
基
礎
」
（
立
上
り
）

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
の
悪
さ
（
「
柱
」
や
「
間
仕
切

壁
」
の
設
定
位
置
の
悪
さ
）
に
も
関
係
す 

                    

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
外
壁
側
か
ら
１
ｍ
の

部
分
に
だ
け
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
を
設

け
、
残
り
４
ｍ
の
間
に
は
「
土
台
」
下
部

に
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
が
施
工
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
荷
重
に
耐
え
き
れ
な
い
と
判

断
し
た
の
か
、
当
該
「
土
台
」
は
「
束
」

で
補
強
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
《(

写
真-

１)(

写
真-

２)

参
照
》 

                    

ま
た
、
「
ホ
ー
ル
」
の
「
間
仕
切
壁
」
下

部
に
も
「
土
台
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
「
土
台
」
下
部
に
お
い
て
も
「
基

礎
」
（
立
上
り
）
が
施
工
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
《(

写
真-

４)

参
照
》
こ
の
状
態
で

は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
荷
重
や
外
力
を

安
全
に
地
盤
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。 
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（図-1）建築基準法施行令第 42条の規定 

http://www.kenchiku-gmen.or.jp/
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(

２)
 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
４
２
条

第
２
項
に
お
い
て
、
『
「
土
台
」
は
、
基

礎
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
の
「
土
台
」

に
お
い
て
は
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
の
位

置
と
相
違
し
緊
結
状
態
に
な
い
。 

「
柱
」
の
下
部
に
設
け
ら
れ
る
「
土
台
」

は
「
基
礎
」
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
《(

図-

１)

参

照
》
。
そ
こ
で
、
こ
の
住
宅
の
「
玄
関
」

と
「
ホ
ー
ル
」
の
境
に
は
長
さ
２
ｍ
の
「
土

台
」
が
設
置
さ
れ
、
こ
の
「
土
台
」
下
部

に
は
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
に
関

し
て
、
基
礎
伏
図
と
土
台
伏
図
で
施
工
す

る
位
置
が
約
１
０
０
㎜
違
っ
て
い
ま
す
。

現
状
も
図
面
通
り
に
施
工
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
該
「
土
台
」
と
「
基
礎
」

（
立
上
り
）
の
位
置
は
約
１
０
０
㎜
相
違

し
て
い
ま
す
《(

写
真-

３)

参
照
》
。
設

計
図
の
チ
ェ
ッ
ク
も
現
場
の
チ
ェ
ッ
ク

も
全
く
実
施
さ
れ
て
い
な
い
結
果
の
現

れ
で
す
。
こ
の
状
態
で
は
、
建
築
物
に
作

用
す
る
荷
重
や
外
力
を
安
全
に
地
盤
に

伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

(

３)
 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
４
２
条

第
２
項
に
お
い
て
、
『
「
土
台
」
は
、
基

礎
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と 

                            

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
「
土
台
」
下

部
の
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
の
長
さ
が
不

足
し
て
い
る
。 

「
柱
」
の
下
部
に
設
け
ら
れ
る
「
土
台
」

は
「
基
礎
」
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
《(

図-

１)

参

照
》
。
そ
こ
で
、
こ
の
住
宅
の
「
ホ
ー
ル
」

と
「
リ
ビ
ン
グ
」
に
接
し
た
「
収
納
」
の

「
間
仕
切
壁
」
下
部
「
土
台
」
に
お
い
て
、

「
基
礎
」
（
立
上
り
）
が
施
工
さ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
必
要
長
さ
が
約
１
０

０
㎜
不
足
す
る
施
工
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
該
「
土
台
」
下
部
に
は
「
基

礎
」
（
立
上
り
）
が
あ
り
ま
せ
ん
《(

写

真-

４)

参
照
》
。
こ
の
状
態
で
は
、
建
築

物
に
作
用
す
る
荷
重
や
外
力
を
安
全
に

地
盤
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

(

４) 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
３
８
条

第
１
項
に
お
い
て
、『
建
築
物
の
基
礎
は
、

建
築
物
に
作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
を

安
全
に
地
盤
に
伝
え
、
か
つ
、
地
盤
の
沈

下
又
は
変
形
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安

全
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
べ
た
基
礎
」

立
ち
上
が
り
の
配
置
に
は
「
半
島
型
」
が

多
用
さ
れ
、
基
礎
と
し
て
十
分
な
耐
力
が

期
待
で
き
な
い
。 

 

(写真-1)「土台」下部への「基礎」（立上り）の

未設置 

 

「土台」 

(写真-2)「土台」下部への「基礎」（立上り）の

未設置 

 

(写真-4) 「土台」下部への「基礎」（立上り）の

未設置/「基礎」立上りの寸法の不足 

/「基礎」立ち上がりの寸法の不足 

 

(写真-3)「基礎」立上りと「土台」の位置の

相違 

 

「土台」 
「土台」 

「土台」 

補強した束 

基礎 
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「
基
礎
」
（
立
上
り
）
に
「
島
型
」
「
半

島
型
」
《(

資
料-

２)

参
照
》
を
多
用
し

た
場
合
、
鉛
直
荷
重
（
自
重
、
積
載
荷
重

な
ど
）
や
水
平
荷
重
（
地
震
力
、
風
圧
力
）

の
基
礎
へ
の
伝
達
が
不
均
一
と
な
り
、

「
基
礎
」
の
浮
き
上
が
り
と
沈
み
込
み
、

「
耐
力
壁
」
の
回
転
等
の
発
生
に
伴
い

「
べ
た
基
礎
」
や
「
耐
力
壁
」
が
有
す
る

耐
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
弱
点
が
生
じ
る
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
住
宅
に
お
い
て
は
、
「
半
島
型
」

が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
建
築
物

に
作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
を
安
全
に

地
盤
に
伝
え
、
か
つ
、
地
盤
の
沈
下
又
は

変
形
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
な
も

の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
判
断
を
し
て

い
ま
す
。 

(

５)
 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
３
８
条

第
１
項
に
お
い
て
、『
建
築
物
の
基
礎
は
、

建
築
物
に
作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
を

安
全
に
地
盤
に
伝
え
、
か
つ
、
地
盤
の
沈

下
又
は
変
形
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安

全
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
キ
ッ

チ
ン
部
分(

長
辺
５
．
０
ｍ×
４
．
５
ｍ)

の
「
べ
た
基
礎
」
底
盤
の
鉄
筋
量
に
関
し

て
、【
Ｄ
１
３
＠
１
５
０
㎜
シ
ン
グ
ル
（
底

盤
厚
さ
１
５
０
㎜
）
：
小
規
模
建
築
物
基

礎
設
計
指
針
】
【
Ｄ
１
３
＠
２
５
０
㎜
ダ

ブ
ル
（
底
盤
厚
さ
２
０
０
㎜
）
：
設
計
施

工
基
準
】
必
要
な
と
こ
ろ
、
【
Ｄ
１
３
＠

２
０
０
㎜
シ
ン
グ
ル
（
底
盤
厚
さ
１
５
０

㎜
）
】
に
留
ま
り
、
鉄
筋
量
が
不
足
し
基

礎
と
し
て
十
分
な
耐
力
が
期
待
で
き
な

い
。 

設
計
図
（
基
礎
断
面
図
）
に
お
い
て
、

「
べ
た
基
礎
」
底
盤
【
Ｄ
１
３
＠
２
０
０

㎜
シ
ン
グ
ル
（
底
盤
厚
さ
１
５
０
㎜
）
ス

パ
ン
表
に
よ
る
】
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
住
宅
の
「
リ
ビ
ン
グ
」
と
「
キ
ッ
チ

ン
」
の
境
に
位
置
す
る
長
さ
５
ｍ
の
「
土

台
」
下
部
に
は
「
基
礎
」
（
立
上
り
）
が

施
工
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
べ
た

基
礎
」
底
盤
は
〈
長
辺
５
．
０
ｍ×

４
．

５
ｍ
〉
の
大
き
さ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
大

き
さ
に
お
け
る
各
ス
パ
ン
表
で
必
要
な

鉄
筋
量
を
見
る
と
、
【
Ｄ
１
３
＠
１
５
０

㎜
シ
ン
グ
ル
（
底
盤
厚
さ
１
５
０
㎜
）
：

小
規
模
建
築
物
基
礎
設
計
指
針
】
【
Ｄ
１

３
＠
２
５
０
㎜
ダ
ブ
ル
（
底
盤
厚
さ
２
０

０
㎜
）：
設
計
施
工
基
準
】
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
状
は
【
Ｄ
１
３
＠
２
０
０

㎜
シ
ン
グ
ル
（
底
盤
厚
さ
１
５
０
㎜
）
】

で
施
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鉄
筋
量

は
不
足
す
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。 

(

６) 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
３
８
条

第
１
項
に
お
い
て
、『
建
築
物
の
基
礎
は
、

建
築
物
に
作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
を

安
全
に
地
盤
に
伝
え
、
か
つ
、
地
盤
の
沈

下
又
は
変
形
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安

全
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
べ
た
基
礎
」

立
上
り
部
分
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
人
通

口
」
に
関
し
て
、
斜
め
筋
に
よ
る
「
補
強

筋
」
や
、
「
べ
た
基
礎
」
底
盤
に
お
け
る

「
補
強
筋
」
が
不
足
し
て
い
る
。 

設
計
図
（
基
礎
断
面
図
）
に
お
い
て
、

「
べ
た
基
礎
」（
立
上
り
）
に
設
け
る
「
人

通
口
」
部
分
に
補
強
筋
の
挿
入
が
図
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
図
示
さ
れ
て
い
る

補
強
筋
は
、
「
人
通
口
」
（
開
口
）
の
両

側
縦
方
向
に
Ｄ
１
３
の
鉄
筋
が
そ
れ
ぞ

れ
一
本
挿
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
実

際
に
、
補
強
筋
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
「
木
造
住
宅
工
事
仕
様
書
」
（
住
宅

金
融
支
援
機
構
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
参

考
図
《(

資
料-

３)

参
照
》
な
ど
を
添
付

し
て
、
基
礎
断
面
図
に
示
さ
れ
て
い
る
補

強
筋
で
は
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。 

以
上
が
、
「
基
礎
」
部
分
の
欠
陥
内
容

で
す
。 

尚
、
そ
の
他
の
部
位
に
関
す
る
欠
陥
内

容
に
つ
い
て
は
、
次
回
記
載
す
る
予
定
で

す
。 

 

    

（資料-2）「基礎立上り」島型/半島型 
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無料電話相談窓口のご案内 

あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、当会ウェブサイトの 

「相談員名簿」（http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

 事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

   TEL：0３-６８０５-３７４１ / FAX：0３-６８０５-３７１９ 

   E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

(資料-3)「基礎立上り」開口補強筋の例《木造住宅工事仕様書 抜粋》 
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第
１
６
回
建
築
Ｇ
メ
ン
認
証
試
験
が
行

わ
れ
、
新
た
に
３
名
の
方
が
合
格
と
な
り

ま
し
た
。 

今
回
は
、
そ
の
内
の
新
建
築
Ｇ
メ
ン
と

な
ら
れ
た
二
名
の
方
々
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

       

こ
の
度
、
建
築
Ｇ
メ
ン
の
認
証
を
い
た

だ
き
ま
し
た
、
宮
城
県
仙
台
市
の
片
平
で

す
。 私

は
、
長
年
、
ゼ
ネ
コ
ン
に
勤
務
し
、

施
工
管
理
・
工
務
・
積
算
の
業
務
を
し
て

き
ま
し
た
。
大
型
鉄
骨
物
件(

新
仙
台
空
港

タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
５
，
０
０
０
ｔ
）
か
ら

在
来
木
造
住
宅
建
売
、
リ
フ
ォ
ー
ム
ほ
か

の
工
事
も
し
て
き
ま
し
た
。 

平
成
１
１
年
に
独
立
し
、
専
門
学
校
講

師
、
確
認
申
請
機
関
・
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
立
上
げ
、

東
北
財
務
局
官
舎
新
築
の
工
事
監
理
ほ

か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
大
規
模
修
繕
を
経
て
東

日
本
大
震
災
マ
ン
シ
ョ
ン
の
復
旧
工
事

の
設
計
、
施
工
、
監
理
を
し
ま
し
た
。 

現
在
は
２×

４
住
宅
の
基
礎
・
上
棟
・

雨
仕
舞
・
竣
工
検
査
を
主
に
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
設
計
事
務
所
協
会
に
所
属
し

て
い
た
時
は
消
費
者
と
住
宅
メ
ー
カ
ー

双
方
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
相
談
に
応
じ
て

い
ま
し
た
。 

お
客
様
は
業
者
に
感
謝
・
協
力
・
信
頼

の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
、
業
者
は
常
に
誠

意
を
も
っ
て
対
応
す
る
、
と
い
う
こ
と
を

双
方
に
話
し
て
き
ま
し
た
。
双
方
が
信
頼

を
な
く
す
と
最
悪
で
す
。 

皆
様
の
仲
間
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
、

情
報
を
交
換
し
な
が
ら
、
消
費
者
の
た
め

の
建
築
を
目
指
し
ま
す
。 

建
築
は
夢
を
売
る
仕
事
で
す
。
人
生
で

一
番
豊
か
な
時
に
住
宅
・
ビ
ル
を
建
て
ま

す
。
錦
の
御
旗
を
か
ざ
し
て
応
援
し
ま
し

ょ
う
！ 

 

何
卒
、
ご
指
導
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

     

     

第
１
６
回
の
建
築
Ｇ
メ
ン
認
証
を
頂

き
ま
し
た
柏
利
彦
と
申
し
ま
す
。 

設
計
事
務
所
を
解
散
し
て
隠
居
生
活

を
始
め
た
頃
、
大
先
輩
か
ら
建
築
Ｇ
メ
ン

の
社
会
的
必
要
性
を
説
か
れ
入
会
致
し

ま
し
た
。 

私
は
若
い
頃
に
現
場
の
監
督
、
設
計
監

理
や
イ
ン
テ
リ
ア
を
修
行
し
た
後
に
設

計
事
務
所
で
独
立
し
ま
し
た
。 

半
世
紀
前
の
建
築
業
界
は
、
仕
事
に
厳

し
い
職
人
さ
ん
が
当
た
り
前
の
時
代
で

し
た
が
、
高
度
成
長
期
か
ら
は
人
手
不
足

か
ら
三
Ｋ
と
嫌
わ
れ
、
現
場
で
も
素
人
や

国
際
化
し
、
職
人
が
商
人
と
な
り
、
バ
ブ

ル
の
付
け
で
高
齢
化
が
進
む
中
、
や
る
気

の
あ
る
若
い
男
女
が
参
入
す
る
環
境
整

備
に
努
力
を
惜
し
ま
な
い
会
社
も
現
れ

て
き
ま
し
た
。 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
紅
葉
マ
ー
ク
で
あ
る

新
人
の
抱
負
は
、
人
情
で
確
信
犯
の
（
心
）

を
和
ら
げ
善
意
を
取
り
戻
す
手
伝
い
を

し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

予
算
が
無
い
、
工
期
が
少
な
い
等
、
無

理
な
条
件
を
断
れ
な
い
「
弱
い
心
」
の
人

達
に
、
ど
う
せ
仕
事
を
す
る
な
ら
笑
顔
で

楽
し
い
職
場
に
変
え
る
こ
と
で
初
心
を

思
い
出
し
、
悪
意
（
弱
い
心
）
を
善
意
（
強

い
心
）
に
変
え
て
、
自
分
自
身
に
、
家
族

に
、
お
れ
の
建
て
た
家
だ
よ
と
、
胸
を
張

っ
て
言
え
る
仕
事
を
し
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。 

建
築
は
引
渡
し
で
や
っ
と
半
分
で
、
施

主
と
共
に
育
て
て
行
く
仕
事
だ
と
胆
に

命
じ
て
欲
し
で
す
。 

料
理
の
世
界
で
も
、
技
術
を
隠
さ
ず
皆

が
閲
覧
で
き
る
様
に
開
放
す
る
巨
匠
が

現
れ
て
い
ま
す
。 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
の
楔
で
取
上
げ
て

い
ま
す
実
例
を
更
に
詳
し
く
易
し
く
、
ウ

ッ
カ
リ
間
違
え
て
い
る
例
や
、
ど
こ
で
も

や
る
手
抜
き
の
例
を
数
多
く
掲
載
し
て
、

悩
め
る
技
術
者
や
被
害
者
の
バ
イ
ブ
ル

と
成
る
様
に
、
会
員
以
外
に
広
く
目
に
触

れ
る
様
に
広
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

新
任
建
築
Ｇ
メ
ン
の
紹
介 正会員 建築Ｇメン

片平 正己 

 

正会員 建築Ｇメン

柏 利彦 
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あ
る
日
、
Ｕ
さ
ん
（
建
築
主
）
か
ら
建

物
調
査
依
頼
に
つ
い
て
直
接
電
話
が
か

か
っ
て
来
ま
し
た
。 

依
頼
内
容
は
次
の
通
り
で
し
た
。 

１
．
建
築
物
所
在
地
：
神
奈
川
県
Ｋ
市 

２
．
建
築
物
の
用
途
・
構
造
・
規
模
： 

木
造
（
枠
組
壁
工
法
）
２
階
建
て 

敷
地
面
積
：
１
４
０
．
２
３ 

㎡ 

延
べ
面
積
：
１
３
５
．
９
５ 

㎡ 

設
計
監
理
者
：
Ｔ
氏
（
一
級
建
築
士
） 

工
事
請
負
者
：
Ｓ
氏
（
工
務
店
社
長
） 

３
．
委
託
業
務
内
容
：
建
物
（
住
宅
部
）

の
床
下
湿
気
に
よ
る
被
害
状
況
確
認

調
査
及
び
内
部
の
遮
音
性
確
認 

４
．
業
務
対
象
部
位
：
床
下
及
び
外
周
部

（
事
故
発
生
部
位
周
辺
）
並
び
に
室
内 

 
 電

話
で
は
よ
く
解
ら
な
か
っ
た
の
で
、
現

地
を
尋
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

土
地
柄
、
建
物
周
囲
に
は
植
栽
が
あ
り
、

一
見
、
洋
館
の
よ
う
な
佇
ま
い
で
し
た
。 

家
に
入
っ
て
み
る
と
、
床
の
撓
み
な
ど
も

あ
り
「
危
険
」
を
感
じ
る
状
況
で
し
た
。 

し
か
し
、
依
頼
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
危
険
性

を
感
じ
て
お
ら
ず
、
『
と
て
も
優
し
い
大

工
さ
ん
だ
っ
た
し
、
自
分
た
ち
で
、
壁
を

塗
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
気
に
入
っ

て
い
る
住
宅
で
す
』
と
相
談
と
は
相
反
す

る
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
『
建
築

士
さ
ん
は
、
他
の
現
場
に
は
余
り
行
か
な

い
よ
う
だ
が
、
私
た
ち
の
現
場
へ
は
そ
の

つ
ど
要
求
し
た
せ
い
か
、
（
大
工
さ
ん
か

ら
）
「
結
構
来
て
く
れ
て
い
ま
す
」
と
言

っ
て
く
れ
ま
し
た
』
と
の
こ
と
。
そ
の
時
、

（
私
に
）
何
を
求
め
て
い
る
の
か
疑
問
を

感
じ
ま
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
当
会
の
業

務
内
容
等
を
説
明
し
、
後
日
、
調
査
を
す

る
こ
と
を
決
め
そ
の
日
は
帰
宅
し
ま
し

た
。 借

用
し
た
設
計
図
書
等
を
検
討
し
、
調

査
の
目
的
を
次
の
通
り
設
定
す
る
事
に

し
ま
し
た
。 

床
下
に
湿
気
が
発
生
し
て
お
り
、
木

材
が
朽
ち
、
衛
生
上
並
び
に
構
造
上
の

安
全
性
に
不
安
が
あ
る
。 

現
状
を
調
査
し
、
状
況
等
に
つ
い
て

確
認
し
、
現
象
に
対
す
る
原
因
と
改
善

方
法
等
を
報
告
す
る
こ
と
。 

   

 

調
査
後
、
結
果
を
項
目
に
纏
め
、
報
告

書
を
提
出
し
ま
し
た
。 

１
．
浴
室
の
防
水
不
備
に
よ
る
漏
水
と
浴

室
周
辺
基
礎
へ
の
漏
水 

２
．
玄
関
ピ
ッ
ト
内
の
非
防
水
に
よ
る
湧

水
侵
入
及
び
湿
気
に
よ
る
木
部
の

腐
朽 

３
．
床
下
断
熱
未
施
工 

４
．
１
階
に
ク
ロ
ス
施
工
箇
所
は
な
い 

５
．
床
下
収
納
の
た
め
の
補
強
工
事
不
良 

６
．
乾
燥
機
付
き
洗
濯
機
の
廃
熱
ス
ペ
ー

ス
が
不
十
分 

７
．
洗
濯
排
水
の
金
具
固
定
不
備 

８
．
天
井
内
断
熱
未
施
工 

９
．
２
階
に
ク
ロ
ス
施
工
箇
所
は
な
い 

⒑ 

コ
ン
ロ
上
部
フ
ー
ド
が
可
燃
材
で

造
ら
れ
て
い
る 

⒒ 

ロ
フ
ト
点
検
口
不
良 

 
 

施
工
及
び
設
計
監
理
瑕
疵
で
あ
る
。 

⒓ 

便
器
の
割
れ
（
取
替
無
し
） 

⒔ 

施
工
中
の
雨
養
生
不
備 

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
） 

⒕ 
浴
室
の
鏡
施
工
不
良 

⒖ 
玄
関
ド
ア
ノ
ブ
不
良 

⒗ 

ア
ル
デ
換
気
シ
ス
テ
ム
不
良 

⒘ 

薪
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突
位
置
不
良 

⒙ 

珪
藻
土
壁
な
の
に
結
露
発
生 

 

                            

「
訴
訟
に
な
っ
た
あ
る
欠
陥
住
宅

の
結
末 

」
（
そ
の
１
） 

 
文
責 
副
理
事
長 

田
岡
照
良 
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本
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
か
ら
弁
論
準

備
手
続
調
書
（
和
解
）
が
届
き
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
し
た
。 

 

請
求
の
表
示 

 

請
求
の
趣
旨
及
び
原
因
は
、
訴
状
記
載

の
通
り 

和
解
条
項
（
・
・
・
内
容
簡
略
・
・
・
） 

１
．
補
修
工
事
開
始
は
、
平
成
○
○
年

○
月
○
日
と
す
る
。 

２
．
監
理
者
○
○
○
○
と
協
議
し
て
工

事
を
進
め
る
。 

 

３
．
和
解
金
○
○
○
万
円
を
支
払
う
義

務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。 

・
・
・
等
々
で
し
た
。 

他
に
、
工
程
表
、
補
修
工
事
１
８
項
目
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

原
告
（
建
築
主
）
側
の
調
査
に
よ
る
瑕
疵

（
１
８
項
目
）
に
対
す
る
も
の
と
違
っ
た

１
８
項
目
で
し
た
。
た
だ
、
長
い
間
耐
え

て
手
に
し
た
和
解
を
解
消
し
て
争
い
続

け
る
こ
と
は
、
原
告
が
望
む
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

加
害
者
側
に
「
瑕
疵
箇
所
」
を
理
解
さ

せ
、
納
得
の
い
く
補
修
を
す
る
こ
と
を
期

待
し
、
原
告
側
は
着
手
を
認
め
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

□
2017
年
度
第
１
回
研
修
会
の
予
告 

次
回
研
修
会
は
、
７
月
29
日
（
土
）
、

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館
（
き
ゅ
り
あ

ん
）
に
て
開
催
し
ま
す
。 

 

 

 

～～
編編
集集
後後
記記
～～ 

昨
今
、
一
般
消
費
者
か
ら
の
ク
レ
ー
ム

が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
某
テ
レ

ビ
局
の
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
放
送

さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

本
来
の
ク
レ
ー
ム
で
は
、
自
身
の
被
っ

た
損
害
を
説
明
し
て
、
そ
の
損
害
に
対
し

て
責
任
の
あ
る
相
手
に
、
損
害
の
補
償
を

要
求
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

ク
レ
ー
ム
は
消
費
者
や
顧
客
が
自
身

の
被
っ
た
不
利
益
や
損
害
に
対
す
る
対

応
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
の

発
達
は
、
常
軌
を
逸
し
た
客
を
揶
揄
す
る

形
で
の
言
説
を
広
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

も
見
ら
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
と
ク
レ
ー
ム

問
題
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
傾
向
で
は

あ
り
ま
す
が
、
2000
年
代
に
入
っ
て
、
ブ
ロ

グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
で
不
用
意
に
書

き
込
ま
れ
た
内
容
や
写
真
な
ど
か
ら
大

き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ

う
で
す
。 

ク
レ
ー
ム
＝
理
不
尽
な
要
求
と
断
定

す
る
の
は
危
険
極
ま
り
な
い
行
為
で
す
。 

利
益
機
会
の
損
失
の
み
な
ら
ず
、
対
応

に
よ
っ
て
は
そ
の
後
の
活
動
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
る
た
め
消
費
者

の
要
求
の
内
容
、
対
応
側
の
対
応
内
容
、

お
互
い
の
正
当
性
を
客
観
的
に
十
分
検

討
の
上
で
対
応
方
針
を
決
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

建
築
Ｇ
メ
ン
と
し
て
の
業
務
の
中
に

お
い
て
も
、
対
応
に
困
る
よ
う
な
要
求
が

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

業
務
内
容
等
に
つ
い
て
根
気
よ
く
説

明
し
、
丁
寧
な
対
応
を
す
る
こ
と
で
回
避

す
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
（
Ｔ
・
Ｔ
） 

 

  
□
実
例
欠
陥
建
築
集
・
木
造
編 

次
ペ
ー
ジ
に
、
当
会
の
１０
周
年
記
念
事

業
と
し
て
作
成
し
た
「
実
例
欠
陥
建
築

集
・
木
造
編
」
の
一
部
を
、
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一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類   ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種あります。「義務と
権利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成
のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務へ
の対応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。も
ちろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いとい
う方向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」と
なりますが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体
一般会員であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
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